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男女ともに全職員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うために、次の

ように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間    令和５年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

 

２．目標と取組内容・実施時期 

目標１  （管理職に占める女性の割合） 

１８名中１０名の女性管理職。５５％以上を目指す 

<実施時期・取組内容> 

 ●令和５年４月１日の人事で１８名の管理職中９名が女性管理職となり割合が５０％を超えた。

今後も次期管理職候補者の育成、研修等を開催する。 

   ●女性が活躍できる職場であることについて、求職者へ向けた広報活動を行い、将来的に 

管理職となり得る人材確保に繋げる。 

 

 

目標２  （労働者の一月当たりの平均残業時間） 

月平均９２８時間、1人当たり 2時間以内を目指す 

<実施時期・取組内容> 

 ●時間外労働に掛かる費用を事業所毎に数値化し、法人内の同業種で比較検討する。 

   ●管理職者が率先して定時退勤を実施し、他の職員への意識付けを行う。 

 

計画策定：令和５年３月２４日 


